
 

    

    

    □清田西第二地区地区計画の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

1 都市計画変更の内容 

⑴ 名称  ：清田西第二地区地区計画 

⑵ 位置  ：札幌市清田区清田 8条 1丁目及び清田 9条 1丁目の各一部 

⑶ 変更内容：用途地域等の全市見直しにより、都市計画道路「清田通」沿道の一部が第一種低層住居

専用地域及び第二種低層住居専用地域から第一種住居地域に変更されることに伴い、当

該地の地区の区分を「低層一般住宅地区」及び「低層戸建住宅地区」から「一般住宅Ａ

地区」に変更する。  

［地区計画の新旧対照図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

空中写真空中写真空中写真空中写真（（（（H2H2H2H21111 撮影撮影撮影撮影））））    

ＮＮＮＮ    

議案 第 16号 清田西第二地区 参考資料 

凡例 

ポントンネポントンネポントンネポントンネ川川川川    

低層戸建住宅地区 

…戸建住宅を主体とした地区 

低層一般住宅地区 

…専用住宅のほかに兼用住宅等が
立地できる地区 

一般住宅Ａ地区 

…店舗等と住宅とが協調できる地
区 

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路    清田中央通清田中央通清田中央通清田中央通    

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路        
清田清田清田清田・・・・真栄通真栄通真栄通真栄通    

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路    清田南通清田南通清田南通清田南通    

トンネトンネトンネトンネ川川川川    

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路    清田通清田通清田通清田通    

清田南公園清田南公園清田南公園清田南公園    

変更前 変更後 

    

 

清田西第二地区地区計画区域 

用途地域変更箇所    

凡例凡例凡例凡例    

第二種低層住居専用地域等 
⇒第一種住居地域    

sb02623
長方形



※青線：地区計画区域 

赤線：変更後の境界線 

 黄線：変更前の境界線 

    

２２２２    経緯経緯経緯経緯    

     ・民間の宅地開発事業に伴い、居住環境を維持・保全するため、平成 14 年 11 月 12 日に地区計画を決

定した。 

  ・用途地域等の全市見直しにより、都市計画道路「清田通」沿道の一部が第一種低層住居専用地域及び

第二種低層住居専用地域から第一種住居地域に変更される。 

    

３３３３    理由理由理由理由    

            用途地域等の見直しに伴い、用途地域指定の趣旨を踏まえつつ、これまでの良好な居住環境を維持、

保全するため、地区計画を変更するものである。 

    

[[[[参考参考参考参考]]]]    用途地域等変更内容用途地域等変更内容用途地域等変更内容用途地域等変更内容    

    

 

 

    

    

用途地域  
第二種低層住居専用地域 

（80/50） 
→ 

第一種住居地域 

（200/60） 

高度地区  北側斜線高度地区 → 18ｍ（北側斜線）高度地区 

用途地域  
第一種低層住居専用地域 

（80/40） 
→ 

第一種住居地域 

（200/60） 

高度地区 北側斜線高度地区 → 18ｍ（北側斜線）高度地区 


